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院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

五
九

さ
れ
て
お
り
、
詩
題
・
歌
題
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
中
世
に
は
さ
ら
に
謡

曲
の
題
材
と
な
り
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
。
た
だ
し
、
和
語
・
和
文
で
具

体
的
に
説
話
の
内
容
を
記
す
書
物
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
他
は
す
べ
て
院

政
期
以
降
の
書
物
で
あ
る
。

　

院
政
期
に
は
、
歌
学
書
や
説
話
集
が
多
数
編
纂
さ
れ
、
王
昭
君
説
話
に
つ

い
て
も
『
俊
頼
髄
脳
』
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
書
物
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

特
に
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
後
続
の
院
政
期
歌
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
書

物
で
あ
る
。
そ
し
て
『
俊
頼
髄
脳
』
に
記
さ
れ
た
王
昭
君
説
話
は
、『
今
昔

物
語
集
』
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

　

さ
ら
に
、『
今
昔
物
語
集
』
と
近
い
時
期
に
成
立
し
た
『
龍
鳴
抄
』
に
も

王
昭
君
説
話
が
み
ら
れ
、『
俊
頼
髄
脳
』『
今
昔
物
語
集
』『
龍
鳴
抄
』
の
三

書
に
記
さ
れ
る
王
昭
君
説
話
に
は
影
響
関
係
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
日
本

に
お
け
る
王
昭
君
説
話
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
数
の
先
行
研
究
が

あ
る
（
５
）。
し
か
し
、『
龍
鳴
抄
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ

は
じ
め
に

　

王
昭
君
説
話
は
、『
漢
書
』『
後
漢
書
』
等
に
端
を
発
す
る
中
国
の
説
話
で

あ
る
。
特
に
、『
西
京
雑
記
』『
世
説
新
語
』
等
に
展
開
し
た
「
元
帝
の
後
宮

に
い
た
が
、
画
工
に
賄
賂
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
故
意
に
実
際
よ
り
も
醜
く

描
か
れ
、
そ
の
た
め
に
胡
国
に
嫁
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
画
工
曲
筆
」の
物
語
が
広
く
流
布
し
、楽
府
題
と
し
て
詩
に
も
詠
ま
れ
る（
１
）。

ま
た
、
西
施
・
貂
蝉
・
楊
貴
妃
と
並
ぶ
四
大
美
人
の
一
人
と
し
て
、
宋
代
に

は
す
で
に
絵
画
の
題
材
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
２
）。

　

日
本
に
は
漢
籍
摂
取
の
過
程
で
入
っ
た
も
の
で
、『
文
華
秀
麗
集
』
に
お

い
て
す
で
に
王
昭
君
を
題
と
し
た
詩
が
詠
ま
れ
、『
源
氏
物
語
』
に
も
そ
の

名
が
引
か
れ
る
な
ど
、
平
安
時
代
に
は
す
で
に
貴
族
た
ち
の
中
で
は
周
知
さ

れ
た
説
話
で
あ
っ
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』で
は
具
体
的
な
説
話
も
記
さ
れ
る（
３
）。

ま
た
、『
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
お
い
て
王
昭
君
が
題
と

院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察

―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

妹
　
尾
　
恵
　
里



六
〇

あ
ま
り
多
く
積
も
り
に
け
れ
ば
、御
覧
ず
る
こ
と
も
な
く
て
ぞ
候
け
る
。

そ
れ
に
、
戎
の
や
う
な
る
者
の
、
ほ
か
の
国
よ
り
都
に
参
り
た
る
こ
と

の
あ
り
け
る
に
、「
い
か
ゞ
す
べ
き
」
と
人
々
に
定
め
さ
せ
給
け
る
に
、

「
こ
の
宮
の
内
に
、
い
た
づ
ら
に
多
く
侍
る
人
の
、
い
と
し
も
な
か
ら

む
を
、 

一
人
給
ぶ
べ
き
な
り
。
そ
れ
に
ま
さ
る
志
は
あ
ら
じ
」
と
定
め

申
し
け
れ
ば
、
さ
も
と
思
し
召
し
て
、
自
ら
御
覧
じ
て
、
そ
の
人
を
と

定
め
さ
せ
給
ふ
べ
け
れ
ど
、
人
々
の
多
さ
に
思
し
召
し
わ
づ
ら
ひ
て
、

絵
師
を
召
し
て
、「
こ
の
人
々
の
形
、
絵
に
描
き
写
し
て
参
れ
」
と
仰

せ
ら
れ
け
れ
ば
、
次
第
に
描
き
け
る
に
、
こ
の
人
々
、
戎
の
具
に
な
ら

む
こ
と
を
嘆
き
思
て
、
我
も
〳
〵
と
思
う
て
、
各
々
黄
金
を
と
ら
せ
、

そ
れ
な
ら
ぬ
物
を
も
取
ら
せ
け
れ
ば
、
い
と
し
も
な
き
容
を
も
、
よ
く

描
き
成
し
て
持
て
参
り
け
る
に
、
王
昭
君
と
い
ふ
人
の
、
容
の
真
に
す

ぐ
れ
て
め
で
た
か
り
け
る
を
恃
み
て
、
絵
師
に
物
を
も
志
さ
ず
し
て
、

う
ち
ま
か
せ
て
描
か
せ
け
れ
ば
、
本
の
容
の
や
う
に
は
描
か
で
、
い
と

あ
や
し
げ
に
描
き
て
持
て
参
り
け
れ
ば
、
こ
の
人
を
給
ぶ
べ
き
に
定
め

ら
れ
ぬ
。
そ
の
程
に
な
り
て
、
召
し
て
御
覧
じ
け
る
に
、
信
に
玉
の
光

り
て
、
え
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
帝
、
驚
き
思
し
召
し
て
、
こ
れ
を
戎

に
給
ば
む
こ
と
を
思
し
召
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
嘆
か
せ
給
て
日
頃
経
る
ほ

ど
に
、
戎
、
そ
の
人
を
ぞ
賜
る
べ
き
と
聞
き
て
参
り
に
け
れ
ば
、
改
め

定
め
ら
る
ゝ
こ
と
も
な
く
て
、
つ
ひ
に
賜
り
に
け
れ
ば
、
馬
に
乗
せ
て
、

て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、『
俊
頼
髄
脳
』『
今
昔
物
語
集
』
の
王
昭
君
説

話
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、『
龍
鳴
抄
』
の
王
昭
君
説
話
を

あ
わ
せ
て
考
察
を
加
え
、院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
の
受
容
の
様
相
や
、

楽
家
に
伝
承
さ
れ
る
情
報
と
歌
学
と
の
接
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
王
昭
君
説
話

　

ま
ず
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
源
俊
頼
著
、
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
～
天
永
三
年

（
一
一
一
五
）
頃
成
立
と
さ
れ
、
高
陽
院
泰
子
が
「
大
殿
の
姫
君
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
時
に
、和
歌
を
詠
む
心
得
を
記
し
て
献
上
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
６
）。

本
文
の
系
統
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て
定
家
本
と
顕
昭
本
と
の
二
系
統
が
あ

り
、
そ
の
他
多
数
の
伝
本
が
あ
る
（
７
）。
次
に
、
冷
泉
家
時
雨
亭
蔵
本
（
定

家
本
）
を
底
本
と
し
た
『
俊
頼
髄
脳
全
注
釈
』（
勉
誠
社
、
二
〇
二
三
年
）

に
よ
る
本
文
を
掲
げ
る
（
８
）。

見
る
た
び
に
鏡
の
影
の
つ
ら
き
か
な
か
ゝ
ら
ざ
り
せ
ば
か
ゝ
ら
ま

し
や
は

嘆
き
来
し
道
の
露
に
も
ま
さ
り
け
り
な
れ
に
し
里
を
恋
ふ
る
涙
は

こ
の
歌
、
懐
円
と
赤
染
と
が
、
王
昭
君
を
詠
め
る
歌
な
り
。
唐
土
に

は
、
帝
の
、
人
の
娘
召
し
つ
ゝ
御
覧
じ
て
宮
の
内
に
、
据
ゑ
な
め
さ
せ

給
て
、
四
五
百
人
と
居
な
み
て
、
い
た
づ
ら
に
あ
れ
ど
、
後
々
に
は
、



院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

六
一

　

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、「
画
工
曲
筆
」
の
説
話
を
記
す
が
、
漢
籍
類
と
一
致

し
な
い
表
現
も
多
く
含
む
。
そ
の
た
め
、
直
接
の
典
拠
を
一
つ
に
絞
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、画
工
へ
の
賄
賂
な
ど
の
記
述
を
含
む
『
西
京
雑
記
』

が
も
っ
と
も
内
容
が
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
に
網
掛
け
を
施

し
た
「
帝
、
恋
し
さ
に
～
物
あ
は
れ
な
る
こ
と
限
り
な
し
」
の
箇
所
は
、
漢

籍
に
な
か
っ
た
表
現
と
指
摘
さ
れ
る
。
岡
﨑
真
紀
子
氏
は
、
物
語
の
当
事
者

に
な
り
か
わ
っ
て
思
い
を
表
出
す
る
、
人
の
心
情
に
主
題
を
絞
っ
て
事
柄
を

語
る
、
と
い
う
傾
向
は
、
和
語
に
よ
る
表
現
の
特
性
で
あ
る
と
い
う
（10

）。

　

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
天
永
年
間
頃
に
成
立
し
た
後
、
一
一
五
〇
年
頃
に
成

立
し
た
『
奥
義
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
影
響
が
う
か
が
え
（11

）、
建
久
四
年

（
一
一
九
三
）
頃
に
成
立
し
た
顕
昭
『
六
百
番
陳
状
』
で
は
一
一
一
七
番
歌

へ
の
陳
状
（
歌
語
「
河
社
」
の
議
論
）
に
お
い
て
、「
顕
昭
陳
申
云
、「
俊
頼

朝
臣
の
書
た
る
物
」
と
侍
る
は
、
世
に
人
の
あ
ま
た
持
て
侍
る
和
歌
髄
脳
と

申
双
紙
に
や
侍
ら
ん
。
件
の
書
は
、
不
審
お
ほ
か
る
よ
し
、
承
置
て
侍
る
。

お
ぼ
つ
か
な
し
と
云
（々12

）」
と
さ
れ
、
こ
の
こ
ろ
に
は
『
俊
頼
髄
脳
』
が

あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（13

）。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る

王
昭
君
説
話
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
よ
っ
て
日
本
的
な
物
語
に
展
開
し
、
日

本
に
お
け
る
受
容
さ
れ
る
上
で
一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

遥
か
に
率
て
去
に
け
り
。
王
昭
君
、泣
き
悲
し
ぶ
こ
と
限
り
な
し
。
帝
、

恋
し
さ
に
思
し
召
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
の
王
昭
君
が
居
た
り
け
る
所
を

御
覧
じ
け
れ
ば
、
春
は
、
柳
風
に
な
び
き
、
鶯
つ
れ
〴
〵
に
鳴
き
、
秋

は
、
木
の
葉
庭
に
積
も
り
て
、
軒
の
し
の
ぶ
隙
な
く
て
、
い
と
ゞ
物
あ

は
れ
な
る
こ
と
限
り
な
し
。
こ
の
心
を
詠
め
る
歌
な
り
。「
か
ゝ
ら
ざ

り
せ
ば
」
と
詠
め
る
は
、
悪
か
ら
ま
し
か
ば
恃
ま
ざ
ら
ま
し
と
詠
め
る

な
り
。
故
郷
を
恋
ふ
る
涙
は
道
の
露
に
ま
さ
る
、
な
ど
詠
む
も
、
王
昭

君
が
思
ふ
ら
ん
心
の
内
、
推
し
量
り
て
詠
む
な
り
。
か
の
戎
の
や
う
な

る
者
と
申
は
、「
胡
の
国
の
帝
の
、「
我
が
国
に
は
よ
き
女
の
な
き
に
、

容
よ
か
ら
む
人
賜
ら
む
」
と
申
け
る
」
と
も
、
申
た
る
文
あ
り
と
ぞ
。

　

『
俊
頼
髄
脳
』
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
た
和
歌
へ
の
解
説

と
し
て
、
王
昭
君
説
話
を
掲
出
し
て
い
る
。「
み
る
た
び
に
」
歌
の
解
釈
と

し
て
「
悪
か
ら
ま
し
か
ば
恃
ま
ざ
ら
ま
し
」
と
記
し
、
鏡
を
見
る
王
昭
君
の

容
貌
が
美
し
い
状
態
で
あ
る
点
が
、後
世
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

田
中
幹
子
氏
は
、『
楽
府
詩
集
』
や
『
白
氏
文
集
』
等
か
ら
、
胡
国
に
嫁
し

た
後
の
王
昭
君
は
憔
悴
し
て
容
貌
が
衰
え
た
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
、
中
国

で
は
そ
ち
ら
が
一
般
的
な
王
昭
君
像
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
加
え
て
、

胡
国
に
嫁
し
た
後
の
王
昭
君
の
容
貌
が
美
し
い
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
理
解

は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
を
契
機
に
院
政
期
以
降
に
流
布
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
９
）。

10

11

12

13



六
二

国
の
故
事
を
日
本
人
が
ど
う
う
け
と
め
、
ど
う
咀
嚼
し
て
あ
た
ら
し
い
世
界

を
作
っ
て
い
っ
た
か
、
本
巻
は
そ
の
恰
好
の
沃
野
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
今
昔
物
語
集
』
の
『
俊
頼
髄
脳
』
利
用
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
影

響
を
受
け
た
後
続
の
歌
学
書
（
一
一
五
〇
年
頃
に
成
立
し
た
『
奥
義
抄
』『
和

歌
童
蒙
抄
』
等
）
よ
り
も
早
い
。
さ
ら
に
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
現
存
す
る
諸

本
の
ど
れ
か
一
つ
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
取
り
混
ぜ
た

よ
う
な
本
文
と
も
な
っ
て
お
り
、
古
態
を
残
す
本
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
可
能
性
も
あ
り
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（17

）。

　

『
今
昔
物
語
集
』
の
王
昭
君
説
話
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
比
較
す
る
と
、

次
に
掲
げ
る
話
末
の
部
分
が
注
意
さ
れ
る
。

　

彼
ノ
胡
国
ノ
人
ハ
王
照
君
ヲ
給
ハ
リ
テ
、
喜
ム
デ
、
琵
琶
ヲ
弾
キ
諸

ノ
楽
ヲ
調
ベ
テ
ゾ
将
行
ケ
ル
。
王
照
君
、
泣
キ
悲
ビ
乍
ラ
、
此
レ
ヲ
聞

テ
ゾ
少
シ
噯
ム
心
地
シ
ケ
ル
。
既
ニ
本
国
ニ
将
至
ニ
ケ
レ
バ
、
后
ト
シ

テ
傅
ケ
ル
事
無
限
シ
。
然
レ
ド
モ
、
王
照
君
ノ
心
ハ
更
ニ
不
遊
モ
ヤ
有

ケ
ム
。

　

此
レ
、
形
ヲ
憑
テ
絵
師
ニ
財
ヲ
不
与
ザ
ル
ガ
故
也
ト
ゾ
、
其
ノ
時
ノ

人
謗
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

　

引
用
部
分
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
な
か
っ
た
記
述
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

「
此
レ
、
形
ヲ
憑
テ
…
」
以
下
の
話
末
評
語
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
物
語
集
』

二
、『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
受
容

　

『
今
昔
物
語
集
』
は
、巻
第
十
第
五
「
漢
前
帝
后
王
照
君
、行
胡
国
語
」
に
、

『
俊
頼
髄
脳
』
の
王
昭
君
説
話
を
ほ
ぼ
同
文
で
掲
出
し
て
い
る
。『
今
昔
物
語

集
』
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
説
話
集
で
、
編
者
未
詳
で
あ
る
が
、

南
都
圏
の
大
寺
院
の
僧
の
手
に
な
る
も
の
か
と
の
推
定
が
あ
る
。
後
補
を
期

し
た
と
思
わ
れ
る
多
数
の
意
図
的
な
欠
字
・
欠
文
が
残
り
、
序
跋
文
が
な
い

た
め
に
未
完
か
と
さ
れ
る
。

　

『
今
昔
物
語
集
』
は
、
巻
第
十
の
標
題
に
「
震
旦
部
付
国
史
」
と
あ
る
よ

う
に
、『
俊
頼
髄
脳
』
本
文
の
掲
出
歌
に
即
し
た
箇
所
を
記
さ
ず
、
純
粋
な

中
国
説
話
と
し
て
王
昭
君
説
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
前
話
に
は
張
騫
の
説

話
が
、
ま
た
次
話
に
は
上
陽
人
、
次
々
話
に
は
楊
貴
妃
の
説
話
が
配
置
さ
れ

る
。
本
話
と
と
も
に
、
張
騫
説
話
と
楊
貴
妃
説
話
は
『
俊
頼
髄
脳
』
が
直
接

の
出
典
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（14

）。
な
お
、
巻
第
十
の
中
国
説
話
群
は
、

『
俊
頼
髄
脳
』
か
ら
掲
出
さ
れ
た
説
話
以
外
に
も
漢
籍
類
か
ら
直
接
摂
取
し

た
の
で
は
な
く
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
よ
う
に
す
で
に
和
文
化
さ
れ
た
も
の
を

典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
作
者
は
、
利
用
で

き
る
文
献
に
制
約
が
あ
っ
た
か
と
さ
れ
る
（15

）。
す
な
わ
ち
、
原
拠
と
な
っ

た
漢
籍
類
と
は
必
ず
し
も
内
容
が
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系『
今
昔
物
語
集
』（16

）の
巻
第
十
の
解
説
は「
中

14
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院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

六
三

奏
し
た
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
（22

）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
彼
ノ
胡
国
ノ
人
」
が
琵
琶
を

は
じ
め
と
す
る
様
々
な
音
楽
を
奏
で
さ
せ
て
王
昭
君
を
胡
国
に
連
れ
て
行
っ

た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
、『
王
昭
君
変
文
』（23

）
に
お
い
て
「
管
絃

馬
上
横
弾
、
節
会
途
間
常
奏
」
と
あ
る
も
の
に
近
い
内
容
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。

　

『
俊
頼
髄
脳
』に
は
琵
琶
等
の
奏
楽
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
れ
は『
俊

頼
髄
脳
』
の
被
注
歌
が
琵
琶
等
の
奏
楽
と
関
連
す
る
要
素
を
ふ
く
ま
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
し
被
注
歌
に
王
昭
君
と
琵
琶
を
つ
な
ぐ
要
素
が
詠
ま

れ
て
い
た
な
ら
ば
、
俊
頼
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
る
よ
う
な
琵
琶
等
の
奏

楽
場
面
に
つ
い
て
も
説
明
を
加
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
俊

頼
自
身
が
管
絃
を
よ
く
す
る
こ
と
や
父
経
信
が
琵
琶
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
も
、
俊
頼
が
音
楽
に
つ
い
て
の
情
報
を
ふ
く
む
王
昭
君
伝
承
を
知
っ
て

い
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
王
昭
君
説
話

　

以
上
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
王
昭
君
説
話
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
さ
ら

に
こ
れ
ら
と
比
較
的
近
い
時
期
に
記
さ
れ
た
王
昭
君
説
話
と
し
て
は
、『
龍

鳴
抄
』
所
載
の
も
の
も
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
龍
鳴
抄
』
は
、
大
内
（
宮
中
）

編
者
が
独
自
に
付
加
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
（18

）。
そ
し
て
、
注
目

す
べ
き
点
は
前
半
の
部
分
で
あ
る
。
琵
琶
等
の
奏
楽
、
胡
国
に
行
っ
た
後
の

こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
王
昭
君
伝
承
に
は
、
奏
楽
に
つ
い

て
の
記
載
は
な
い
が
、
日
本
に
摂
取
さ
れ
た
漢
籍
類
の
段
階
で
、
王
昭
君
説

話
は
す
で
に
琵
琶
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、『
今
昔
物
語
集
』
編
者
の

創
作
的
な
付
加
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
含
め
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今

昔
物
語
集
』
の
本
話
の
脚
注
は
、「
出
典
は
俊
頼
髄
脳
で
あ
る
が
、
そ
れ
以

外
に
も
資
料
を
用
い
た
か
」
と
す
る
。
王
昭
君
説
話
と
琵
琶
と
が
結
び
つ
け

ら
れ
た
契
機
に
つ
い
て
は
、『
文
選
』
に
も
収
め
ら
れ
た
石
季
倫
（
石
崇
）

の
「
王
明
君
詞
」（19

）
の
次
に
引
用
す
る
箇
所
に
も
と
め
ら
れ
る
。

昔
公
主
嫁
二
烏
孫
一
、
令
三
琵
琶
馬
上
作
レ
楽
、
以
慰
二
其
道
路
之
思
一
。

其
送
二
明
君
一
。
亦
必
爾
也
。（20

）

　

引
用
箇
所
で
は
、
烏
孫
公
主
が
馬
上
で
琵
琶
を
奏
で
て
道
中
の
心
を
な
ぐ

さ
め
た
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
王
昭
君
も
同
様
に
馬
上
で
琵
琶
を
奏
し
た
で

あ
ろ
う
と
す
る
。
つ
い
で
、『
楽
府
詩
集
』
第
二
十
九
巻
「
相
和
歌
辞
」
に
「
王

昭
君
」
を
題
に
し
た
詞
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、そ
の
中
の
董
思
恭
に
よ
る
「
琵

琶
馬
上
弾
、
行
路
曲
中
難
」（21

）
と
い
う
一
節
や
、
李
商
隠
に
よ
る
「
馬
上

琵
琶
萬
里
、
漢
宮
長
有
隔
生
春
」
と
い
う
一
節
が
、
王
昭
君
と
琵
琶
と
を
結

び
つ
け
た
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
絵
画
資
料
で
は
、
王
昭
君

が
琵
琶
を
持
っ
た
姿
で
描
か
れ
る
も
の
が
あ
り
、
王
昭
君
自
身
が
琵
琶
を
演
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六
四

に
。
一
人
た
ま
は
ん
ず
る
に
四
十
余
人
の
き
さ
き
な
れ
ば
。
御
ら
ん
じ

や
る
べ
き
や
う
も
な
し
。
絵
師
を
め
し
て
。
此
后
の
か
た
ち
か
い
て
ま

い
ら
せ
よ
と
仰
ら
れ
け
る
に
。き
さ
き
み
な
た
か
ら
を
絵
師
に
た
び
て
。

よ
う
か
け
と
あ
り
け
れ
ば
。
み
な
よ
う
か
き
て
け
り
。
王
昭
君
は
我
よ

け
れ
ば
よ
う
ぞ
か
く
ら
ん
と
て
物
も
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
。
そ
の
き
さ

き
一
人
を
わ
ろ
く
か
い
て
け
り
。
そ
の
ゆ
へ
に
。
胡
国
の
人
給
り
に
け

り
。
馬
の
う
へ
に
う
つ
ぶ
し
に
ふ
し
て
し
な
ん
と
す
る
に
つ
く
り
た
る

楽
な
り
。
こ
の
が
く
を
聞
て
。
こ
の
な
げ
き
す
る
。
す
こ
し
な
ご
み
た

り
と
こ
そ
は
し
る
し
た
な
れ
。さ
て
国
に
行
つ
き
て
か
ゞ
み
を
み
る
に
。

わ
ろ
き
所
も
な
し
。
そ
れ
を
題
に
し
て
。

み
る
か
ら
に
か
ゝ
み
の
か
け
の
つ
ら
き
哉
か
ゝ
ら
さ
り
せ
は
か
ゝ

ら
ま
し
や
は
（25

）

こ
れ
も
や
う
〳
〵
に
い
ふ
め
り
。
そ
の
道
の
人
に
た
し
か
に
可
レ
尋
。

　

も
と
よ
り
『
龍
鳴
抄
』
で
は
、
楽
曲
へ
の
関
心
か
ら
の
記
述
で
あ
る
。
楽

曲
と
し
て
「
王
昭
君
」
が
あ
り
、
前
半
に
は
拍
子
の
こ
と
な
ど
の
演
奏
上
の

問
題
や
、
貞
保
親
王
が
尺
八
の
譜
か
ら
移
し
て
復
興
さ
せ
た
曲
で
あ
る
こ
と

が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
後
半
に
、「
王
昭
君
」
と
い
う
曲
の
「
由
緒
」
と
し

て
王
昭
君
説
話
が
ひ
か
れ
る
。『
龍
鳴
抄
』
の
王
昭
君
説
話
は
、『
俊
頼
髄
脳
』

『
今
昔
物
語
集
』
と
比
較
す
る
と
簡
略
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
内
容
上
に

大
き
な
異
同
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
末
尾
で
は
楽
曲
と
無
関
係
な
「
み
る
か

楽
所
の
楽
人
・
大
神
基
政
の
手
に
な
る
も
の
で
、
奥
書
に
は
長
承
二
年

（
一
一
三
三
）
に
成
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
管
絃
の
心
得
と
、
曲
ご
と

の
由
来
や
解
説
が
記
さ
れ
た
楽
書
で
あ
る
。
次
に
本
文
を
確
認
し
た
い
（24

）。

王
昭
君
。
性
調
。

拍
子
八
。
は
や
き
物
也
。
三
度
ひ
や
う
し
に
あ
ぐ
へ
し
。
古
楽
。
や
つ

か
こ
な
り
。
院
禅
供
奉
譜
に
は
や
き
物
十
拍
子
。
よ
つ
か
こ
と
し
る
し

た
り
。
戸
部
正
清
が
説
お
な
じ
。
一
度
に
あ
る
な
る
こ
ゝ
ろ
は
お
な
じ

や
う
な
れ
ど
も
。
て
は
す
こ
し
た
が
ひ
た
り
。
左
近
将
監
時
元
が
弟
子
。

う
る
は
し
き
い
つ
拍
子
の
が
く
な
り
と
い
ふ
。
こ
の
楽
こ
の
日
本
国
に

絶
た
り
け
る
を
。
こ
れ
み
な
み
の
宮
と
申
け
る
人
の
か
ば
か
り
ゆ
ゝ
し

く
め
で
た
き
も
の
の
た
え
ん
に
は
心
う
け
れ
と
て
。
尺
八
の
譜
よ
り
た

づ
ね
い
だ
さ
れ
た
り
け
り
。
さ
や
う
な
り
け
れ
ば
に
や
あ
ら
ん
。
や
う

〳
〵
あ
ま
た
あ
る
な
り
。
み
な
み
の
宮
と
申
は
。
貞
保
の
親
王
と
ぞ
申

け
る
。
管
絃
の
長
者
に
を
は
し
ま
す
。

こ
の
楽
の
い由

緒
ふ
そ
は
。
た
う
に
わ
う
せ
う
く
ん
と
申
き
さ
き
ま
し
〳
〵

け
り
。
い
み
じ
う
か
た
ち
う
つ
く
し
う
お
は
し
ま
し
け
り
。
胡
国
の
も

の
ま
い
り
て
。
え
も
い
は
ぬ
く
に
の
た
か
ら
を
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る

に
。
唐
の
こ
く
王
こ
れ
に
め
で
て
。
な
に
か
か
へ
り
ひ
き
で
も
の
に
は

た
ま
は
る
べ
き
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
に
。
き
さ
き
の
宮
を
ひ
と
り
給
下

し
て
。
我
国
に
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
ら
ん
と
申
け
る
に
。
さ
り
が
た
さ
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院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

六
五

作
レ
楽
、
以
慰
二
其
道
路
之
思
一
」
に
近
い
内
容
だ
と
い
え
よ
う
。

　

『
今
昔
物
語
集
』
に
は
琵
琶
・
奏
楽
等
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、『
今

昔
物
語
集
』
は
編
纂
後
数
百
年
の
間
流
布
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
お

り
、
琵
琶
・
奏
楽
等
の
記
述
に
即
し
て
み
て
も
、『
龍
鳴
抄
』
の
出
典
が
『
今

昔
物
語
集
』
で
あ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。
よ
っ
て
、『
俊
頼
髄
脳
』『
今

昔
物
語
集
』『
龍
鳴
抄
』
の
三
書
の
関
係
性
は
、
左
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
都
で
流
布
→
『
今
昔
物
語
集
』（
一
一
三
〇
～
四
〇
年
代
）

『
俊
頼
髄
脳
』（
一
一
一
五
年
頃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
中
で
流
布
→
『
龍
鳴
抄
』（
一
一
三
三
年
）

　

『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
年
代
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
一
一
三
〇

～
四
〇
年
代
に
成
立
し
た
も
の
と
す
れ
ば
（27

）、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）

に
成
立
し
た
『
龍
鳴
抄
』
は
、『
今
昔
物
語
集
』
と
同
時
期
、
あ
る
い
は
『
今

昔
物
語
集
』
よ
り
早
く
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
都
の
貴
族
社
会
と
は
距

離
が
あ
っ
た
南
都
の
大
寺
院
の
僧
が
披
見
で
き
る
の
だ
か
ら
当
然
で
は
あ
る

が
、
貴
族
社
会
で
も
一
一
三
〇
年
代
に
は
す
で
に
『
俊
頼
髄
脳
』
が
受
容
さ

れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も
な
る
だ
ろ
う
。『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
成
立
か
ら

わ
ず
か
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
書
物
と
し
て
の
性
質
も
、
成
立
基
盤
も
異
な

る
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
龍
鳴
抄
』
と
の
両
方
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
は
注
目
に
値
し
よ
う
。『
龍
鳴
抄
』
の
本
話
は
、「
わ
が
国
最
古
の
総
合

的
楽
書
」（28
）
と
評
価
さ
れ
る
『
教
訓
抄
』
に
継
承
さ
れ
、
楽
家
に
伝
承
さ

ら
に
」
歌
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
『
俊
頼
髄
脳
』
か
ら
の
影
響
が
う

か
が
え
る
。
特
に
王
昭
君
が
胡
国
へ
行
っ
た
後
に
「
か
が
み
を
み
る
に
、
わ

ろ
き
所
も
な
し
」
と
す
る
箇
所
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
悪
か
ら
ま
し
か
ば

恃
ま
ざ
ら
ま
し
」
と
解
釈
が
一
致
し
て
い
る
。『
龍
鳴
抄
』
は
『
俊
頼
髄
脳
』

を
掲
出
歌
ご
と
利
用
し
て
お
り
、
直
接
的
な
受
容
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
曲
目
の
解
説
中
に
和
歌
を
引
用
す
る
例
は
『
龍
鳴
抄
』
の
中
で

こ
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
、
後
宮
の
后
の
人
数
が
「
四
十
余
人
」
と
さ
れ
る
点
に
も
注
意
し
た

い
。
こ
の
箇
所
は
『
俊
頼
髄
脳
』『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
四
五
百
人
」
と

さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
王
昭
君
説
話
を
具
体
的
に
記
す
他
の
書
物
で
は
、

「
三
千
人
」
と
さ
れ
る
か
、人
数
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
（26

）。

「
四
」
を
共
通
し
て
持
つ
書
物
は
『
俊
頼
髄
脳
』『
今
昔
物
語
集
』『
龍
鳴
抄
』

の
三
書
の
み
で
あ
り
、
こ
の
三
書
間
に
影
響
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
『
俊
頼
髄
脳
』
の
王
昭
君
説
話
に
は
、
琵
琶
な
ど

の
奏
楽
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
日
本
に
舶
載
さ
れ
た
漢
籍
類
の
段
階

で
、
王
昭
君
説
話
は
す
で
に
琵
琶
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、『
龍

鳴
抄
』
の
王
昭
君
説
話
に
は
「
馬
の
う
へ
に
う
つ
ぶ
し
に
ふ
し
て
し
な
ん
と

す
る
に
つ
く
り
た
る
楽
な
り
」
と
あ
り
、『
今
昔
物
語
集
』
と
は
表
現
が
一

致
し
な
い
。
王
昭
君
自
身
が
琵
琶
を
演
奏
し
て
作
曲
し
た
と
も
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
場
合
、
こ
れ
は
「
王
明
君
詞
」
に
あ
る
「
令
三
琵
琶
馬
上

27

28

26

『
俊
頼
髄
脳
』

（
一
一
一
五
年
頃
）

南
都
へ

『
今
昔
物
語
集
』

（
一
一
三
〇
～
四
〇
年
代
）

都
の
貴
族
社
会
へ

『
龍
鳴
抄
』

（
一
一
三
三
年
）



六
六

四
、
源
俊
頼
と
大
神
基
政

　

さ
て
、『
龍
鳴
抄
』
は
な
ぜ
、楽
曲
と
は
直
接
関
係
し
な
い
「
み
る
か
ら
に
」

歌
を
ひ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
神
基
政
は
、
詠
歌
も
ほ
と
ん
ど
伝
え
ら
れ

ず
（31

）、
特
段
和
歌
に
関
す
る
事
跡
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
や
は
り
基
政
は

楽
人
な
の
で
あ
っ
て
、
歌
人
と
し
て
の
側
面
は
認
め
が
た
い
。
源
俊
頼
と
大

神
基
政
は
同
時
代
に
活
動
し
て
い
る
が
、
歌
人
と
楽
人
で
は
、
社
会
的
な
立

場
や
文
化
圏
に
差
異
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
両
者
の
接
点
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

　

源
俊
頼
は
、
堀
河
院
歌
壇
の
推
進
者
と
し
て
活
躍
し
、
第
五
番
目
の
勅
撰

集
で
あ
る
『
金
葉
和
歌
集
』
の
撰
者
と
な
っ
た
。
父
経
信
は
琵
琶
桂
流
の
始

祖
で
あ
り
、
管
絃
に
堪
能
な
人
物
で
あ
っ
た
。
俊
頼
自
身
も
、
堀
河
天
皇
に

近
侍
し
、篳
篥
奏
者
と
し
て
内
裏
歌
合
な
ど
に
列
席
し
た
記
録
が
『
中
右
記
』

等
に
み
ら
れ
る
（32

）。『
尊
卑
分
脈
』
傍
書
に
も
「
篳
篥
」
と
特
記
さ
れ
、『
六
百

番
歌
合
』
で
は
一
一
一
八
番
歌
の
判
詞
に
「
又
俊
頼
も
篳
篥
吹
な
り
」
と
さ

れ
る
。『
中
右
記
』
大
治
二
年
（
一
一
二
九
）
十
二
月
一
日
条
に
「
故
俊
頼
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
同
年
十
一
月
ま
で
に
没
し
た
と
さ
れ
、
生
年
は
天
喜
三
年

（
一
〇
五
五
）
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

　

大
神
基
政
は
、『
楽
所
補
任
』
保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
に
「
九
月
八
日
没
。

歳
六
十
」
と
あ
り
（33

）、
生
没
年
は
一
〇
七
九
～
一
一
三
八
年
と
さ
れ
る
。

れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

『
龍
鳴
抄
』
に
つ
い
て
は
、
相
馬
万
里
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
識
語

に
「
于
時
嘉
禄
二
年
十
月
六
日
書
写
了
。
伝
聞
。
此
抄
有
二
二
本
一
云
々
。

大
神
基
政
女
子
二
人
之
料
抄
レ
之
。
聊
有
レ
異
歟
。
但
不
レ
知
二
何
本
一
。
可
レ

尋
レ
之
。
此
本
度
度
披
二
見
之
一
。
不
審
等
少
々
別
紙
勘
付
。
即
付
二
属
播
磨

局
一
畢
。
于
嘉
禄
三
年
六
月
六
日
散
位
在
判
」
と
あ
り
、
藤
原
孝
道
が
嘉
禄

三
年
（
一
二
二
七
）
に
書
写
し
、
自
分
の
娘
で
あ
る
播
磨
局
に
伝
え
た
と
さ

れ
る
。
大
神
基
政
が
娘
の
た
め
に
著
し
た
『
龍
鳴
抄
』
を
、百
年
ほ
ど
後
に
、

琵
琶
西
流
の
当
主
で
あ
る
藤
原
孝
道
が
自
身
の
娘
の
た
め
に
書
写
し
た
も
の

と
さ
れ
る
（29

）。

　

な
お
、
前
述
の
と
お
り
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
高
陽
院
泰
子
の
た
め
に
記
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
状
況
は
異
な
る
が
、
女
性
の
た
め
に
記
さ
れ
た
書
物
と

い
う
点
が
『
龍
鳴
抄
』
と
共
通
す
る
。
説
話
集
の
中
に
は
、『
三
宝
絵
』
や
『
閑

居
友
』
の
よ
う
に
、
高
貴
な
女
性
の
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
王
昭

君
説
話
の
よ
う
に
、
す
で
に
貴
族
社
会
に
お
い
て
一
定
程
度
知
ら
れ
て
い
た

説
話
を
、
改
め
て
和
語
・
和
文
で
書
き
留
め
る
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
女
性

へ
の
知
識
の
伝
達
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（30

）。
漢
籍
類
か
ら
す
で
に
知

ら
れ
て
い
た
王
昭
君
説
話
は
、
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
和
文
化
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

29

30

31

32

33



院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

六
七

は
じ
め
は
石
清
水
八
幡
宮
の
楽
人
で
あ
っ
た
が
、
横
笛
の
才
能
を
認
め
ら
れ

て
大
内
（
宮
中
）
の
楽
人
で
あ
る
大
神
惟
季
の
養
子
と
な
っ
た
（34

）。『
龍
鳴

抄
』
の
書
名
に
あ
る
「
龍
鳴
」
と
は
横
笛
の
別
名
で
あ
る
。
堀
河
天
皇
に
篳

篥
を
教
え
た
と
も
さ
れ
る
（35

）。
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
に
従
五
位
下
に

叙
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
家
格
と
し
て
は
厚
遇
で
あ
っ
た
も
と
い
う
。

　

両
者
は
同
時
期
に
、堀
河
天
皇
の
も
と
で
楽
器
を
よ
く
す
る
人
物
で
あ
り
、

音
楽
を
介
し
て
接
点
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
実
際
、
こ
の
両
者
が
同
じ

行
事
に
楽
人
と
し
て
奉
仕
し
た
記
録
と
し
て
、
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
の

白
河
院
五
十
賀
が
確
認
で
き
る
。『
中
右
記
』
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
、
試

楽
と
当
日
と
に
、
俊
頼
（
篳
篥
・
太
鼓
）・
基
政
（
笛
）
と
し
て
参
加
し
て

い
る
の
で
あ
る
（36

）。

康
和
四
年
三
月
九
日

「
俊
頼
朝
臣
〈
篳
篥
〉」「
左
近
府
生
元
正
〔
基
政
〕（
大
神
）【
狛
笛
】」

康
和
四
年
三
月
十
八
日

「
左
京
権
大
夫
俊
頼
朝
臣
〈
太
鼓
、
是
侍
従
師
親
朝
臣
俄
有
所
労
不
参

替
〉」

「
左
近
府
生
元
正
〔
基
政
〕（
大
神
）【
高
麗
笛
、
又
横
笛
】」

　

大
神
基
政
は
、
堀
河
天
皇
に
篳
篥
を
教
え
た
と
伝
わ
る
な
ど
、
天
皇
の
側

近
く
に
仕
え
て
お
り
、
楽
器
を
よ
く
す
る
殿
上
人
と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
考

え
て
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
交
流
圏
の
な
か
に
源
俊
頼
が
お
り
、

基
政
と
俊
頼
と
は
和
歌
・
音
楽
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
機
会
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
過
程
で
俊
頼
の
論
を
耳
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と
い

う
可
能
性
も
あ
る
が
、『
龍
鳴
抄
』
の
成
立
が
俊
頼
の
没
後
数
年
経
過
し
て

い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、『
俊
頼
髄
脳
』を
直
接
披
見
し
た
可
能
性
は
高
い
。

　

前
掲
の
『
龍
鳴
抄
』
本
文
で
は
、
波
線
部
に
示
し
た
「
み
る
か
ら
に
」
歌

に
関
連
す
る
部
分
は
楽
曲
や
王
昭
君
の
故
事
そ
の
も
の
に
は
必
要
な
い
部
分

で
あ
っ
た
。
現
に
、天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に
成
立
し
た
『
教
訓
抄
』
は
、

楽
曲
「
王
昭
君
」
の
解
説
と
し
て
、『
龍
鳴
抄
』
の
王
昭
君
説
話
を
ほ
と
ん

ど
同
文
で
掲
出
し
て
い
る
が
、「
み
る
か
ら
に
」
歌
に
関
連
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
記
さ
な
い
。『
教
訓
抄
』
の
著
者
狛
近
真
は
、
楽
曲
の
解
説
に
は
不

要
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
続
教
訓
鈔
』『
體
源
鈔
』
等
、
他
の
後
続

の
楽
書
に
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
い（37

）。
そ
の
よ
う
な
情
報
を『
龍
鳴
抄
』

が
あ
え
て
記
す
こ
と
は
、
大
神
基
政
が
直
接
源
俊
頼
と
交
流
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、『
龍
鳴
抄
』
本
文
で
は
、
末
尾
に
「
そ
の
道
の
人
に
た
し
か
に
可

レ
尋
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
そ
の
道
」
と
は
明
ら
か
に
和
歌
の
道
を
指

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
神
基
政
は
、
和
歌
は
自
身
の
専
門
外
の
こ
と
と
し
て

意
識
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
波
線
部
の
情
報
は
「
そ
の
道
の
人
」
で
あ
る
俊

頼
も
し
く
は
『
俊
頼
髄
脳
』
か
ら
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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六
八

質
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

和
歌
と
音
楽
は
、
ど
ち
ら
も
王
朝
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
不
可
欠
な
文
化

的
要
素
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
俊
頼
の
よ
う
に
歌
道
に
携
わ
る
人
々
と
、
基

政
の
よ
う
に
地
下
の
楽
人
か
ら
な
る
楽
家
と
で
は
、
社
会
的
な
位
相
に
隔
た

り
が
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
文
化
に
お
け
る
家
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
た
め

に
は
、
両
者
の
差
異
あ
る
い
は
交
流
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
も
十

分
意
義
が
あ
る
。
今
後
、
楽
書
研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
も
、
歌
学
・
歌

書
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
注
意
を
は
ら
い
、
院
政
期
の
文
化
の
実
態
を
よ
り

鮮
明
に
に
と
ら
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
と
考
え
る
。
今
後
も
継
続

し
て
考
察
を
続
け
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
王
昭
君
研
究
会
（
代
表
・
泉
紀
子
氏
）
で
の
活
動
を
契

機
に
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
へ
の
参
加
の
機
会
を
く
だ
さ
っ

た
泉
紀
子
氏
を
は
じ
め
、
様
々
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
研
究
会

参
加
者
の
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

た
だ
し
、
本
稿
の
内
容
の
正
否
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
稿
者
（
妹
尾
）

の
責
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、院
政
期
の
か
な
り
近
い
時
期
に
成
立
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』『
今

昔
物
語
集
』『
龍
鳴
抄
』
に
み
ら
れ
る
王
昭
君
説
話
を
中
心
に
、
三
書
の
影

響
関
係
や
、
源
俊
頼
と
大
神
基
政
の
接
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
歌
人
で
あ

る
源
俊
頼
と
、
楽
人
で
あ
る
大
神
基
政
は
、
社
会
的
な
位
相
が
一
見
す
る
と

離
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
両
者
の
事
跡
を
た
ど
れ
ば
、
管
絃
を

介
し
て
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
掲
出
歌
の
解
説
と
し
て
記
さ
れ
た
王
昭
君
説
話

は
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
震
旦
部
付
国
史
」
の
説
話
の
一
つ
と
し
て
掲

げ
ら
れ
、『
龍
鳴
抄
』
で
は
楽
曲
「
王
昭
君
」
の
「
由
緒
」
と
し
て
引
か
れ
る
。

ひ
と
つ
の
説
話
が
、
和
歌
・
説
話
・
音
楽
と
い
う
異
な
る
分
野
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
脈
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
利
用
さ
れ
た
具
体
例
と
い
え
る
。
歌
道
（
俊

頼
）
と
楽
道
（
基
政
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
即
し
て
伝
え
ら
れ
る
べ
き
情

報
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
歌
人
と
楽
人
の
交
流
に
よ
っ

て
、
必
要
に
応
じ
て
他
分
野
か
ら
摂
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
な
例
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
が
、
成
立
後
の
早
い
段
階
か
ら

当
初
の
目
的
、
す
な
わ
ち
高
貴
な
女
性
へ
の
和
歌
の
指
南
書
と
い
う
目
的
に

と
ど
ま
ら
ず
、異
な
る
文
化
圏
に
お
い
て
享
受
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
叙
述
が
、
幅
広
い
目
的
で
の
需
要
に
耐
え
う
る
性



院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

六
九

注（１
）『
楽
府
詩
集
』
巻
第
二
十
九
「
相
和
歌
辞
四
」
に
は
王
昭
君
を
題
と
し
た

四
四
首
の
詩
が
収
め
ら
れ
る
。

（
２
）
松
尾
肇
子
「
古
典
に
見
る
漢
族
女
性
の
形
象
―
王
昭
君
考
―
」（
愛
知
大
学

現
代
中
国
学
会
『
中
国
21
』
二
五
号
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）。

（
３
）
た
だ
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
説
話
の
内
容
が
「
画
工
に
賄
賂
を
せ
ず
、

美
し
い
姿
を
ま
す
ま
す
美
し
く
描
か
れ
、
美
し
か
っ
た
た
め
に
胡
の
国
の

人
に
選
ば
れ
て
し
ま
い
、
嫁
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
、
王
昭
君
の
名

も
示
さ
れ
な
い
。
漢
籍
類
や
、
他
の
日
本
の
書
物
に
み
ら
れ
る
王
昭
君
説

話
と
は
、
若
干
趣
が
異
な
る
。

（
４
）
今
野
達
「
今
昔
物
語
集
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
―
俊
頼
髄
脳
と
の
関
連

を
糸
口
に
」（『
今
野
達
説
話
文
学
論
集
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
５
）
川
口
久
雄
「
敦
煌
変
文
の
素
材
と
日
本
文
学
―
王
昭
君
変
文
と
我
が
国
に

お
け
る
王
昭
君
説
話
―
」（『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集　

文
学
篇
』
第

十
一
号
、
一
九
六
四
年
）、
植
木
朝
子
「
王
昭
君
と
尺
八
―
謡
曲
「
籠
尺
八
」

の
詞
章
か
ら
」（『
国
語
国
文
』、
一
九
九
九
年
十
月
）、
小
林
健
二
「
能
《
昭

君
》
考
」（『
中
世
劇
文
学
の
研
究
―
能
と
幸
若
舞
曲
―
』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
〇
八
年
）、岡
﨑
真
紀
子『
や
ま
と
こ
と
ば
と
表
現
論
―
源
俊
頼
へ
』（
笠

間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
第
三
章
「「
王
昭
君
」
の
平
安
朝
文
学
史
」、
山

口
一
樹
「『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
と
王
昭
君
説
話
・
長
恨
歌
・

竹
取
物
語
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
十
四
、二
〇
一
九
年
三
月
）
等
、

説
話
研
究
や
謡
曲
研
究
、『
う
つ
ほ
物
語
』
研
究
な
ど
、
様
々
な
視
点
か
ら

の
先
行
研
究
が
あ
る
。

（
６
）
成
立
に
つ
い
て
は
鈴
木
徳
男
『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
六
年
）「
は
じ
め
に
―
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」を
参
照
し
た
。『
今
鏡
』

「
す
べ
ら
ぎ
の
中　

第
二　

玉
章
」
に
「
木
工
の
頭
も
、
高
陽
院
の
、
大
殿

の
姫
君
と
き
こ
え
給
ひ
し
と
き
、
作
り
て
奉
り
給
ひ
た
る
と
か
や
き
こ
ゆ

る
、
和
歌
詠
む
べ
き
や
う
、
連
歌
な
ど
侍
る
文
」
と
あ
る
も
の
が
比
定
さ

れ
る
。
ま
た
、
顕
昭
本
『
俊
頼
髄
脳
』
の
識
語
に
「
見
合
了
依
知
足
院
入

道
殿
下
命
奉
為
賀
陽
院
俊
頼
朝
臣
所
作
」
と
あ
る
。
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
、

海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
』（
パ
ル
ト
ス
社
、
一
九
九
六
年
）、
俊
頼
髄
脳
研

究
会
編
『
顕
昭
本
俊
頼
髄
脳
』（
私
家
版
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
７
）『
俊
頼
髄
脳
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
赤
瀬
知
子
「『
俊
頼
髄
脳
』
享
受
史
試

論
―
俊
頼
か
ら
顕
昭
・
定
家
へ
―
」（『
院
政
期
以
後
の
歌
学
書
と
歌
枕
―

享
受
史
的
視
点
か
ら
―
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
の
整
理
が
あ
る
。

（
８
）
家
永
香
織
・
小
野
泰
央
・
鹿
野
し
の
ぶ
・
舘
野
文
昭
・
福
田
亮
雄
『
俊
頼

髄
脳
全
注
釈
』（
勉
誠
社
、
二
〇
二
三
年
）。
底
本
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

蔵「
俊
頼
髄
脳　

定
家
本
」。
引
用
で
は
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
書
が
あ
る
。

な
お
、
本
文
中
の
二
重
傍
線
部
は
、
掲
出
歌
に
即
し
た
記
述
な
ど
の
『
今

昔
物
語
集
』
に
み
ら
れ
な
い
箇
所
（
後
述
）
を
示
し
た
。

（
９
）
田
中
幹
子
「「
王
昭
君
」
説
話
―
「
み
る
か
ら
に
鏡
の
影
の
つ
ら
き
か
な
」

歌
―
」（『
和
漢
・
新
撰
朗
詠
集
の
素
材
研
究
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
10
）
前
掲
注
（
５
）
岡
崎
氏
論
文
。

（
11
）『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
奥
義
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、

寺
島
修
一
「『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
奥
義
抄
』
―
清
輔
の
著
述
態
度
に
つ
い
て

―
」（『
武
庫
川
国
文
』
五
十
、一
九
九
七
年
十
二
月
）、
黒
田
彰
子
「
和
歌

童
蒙
抄
は
い
か
な
る
歌
学
書
か
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
〇
二
、二
〇
一
一

年
六
月
）
を
参
照
し
た
。

（
12
）
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番
歌
合
』（
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂

校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。
以
下
も
同
じ
。

（
13
）
前
掲
注
（
７
）
赤
瀬
氏
論
文
。

（
14
）
前
掲
注
（
４
）
今
野
氏
論
文
。

（
15
）
前
掲
注
（
４
）
今
野
氏
論
文
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
他
に
、『
注
好
選
』
等
が

出
典
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。



七
〇

に
永
眠
る
悲
劇
の
美
人　

王
昭
君
』（
白
帝
社
、
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
し

た
。

（
24
）
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
に
よ
る
。
以
下
、
識
語
の
引
用
も
同
じ
。

波
線
部
は
、「
み
る
か
ら
に
」
歌
に
関
連
す
る
箇
所
を
示
し
た
。

（
25
）
掲
出
歌
に
は
異
同
が
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』
定
家
本
は
初

句
が
「
み
る
た
び
に
」
で
あ
っ
た
が
、『
龍
鳴
抄
』
で
は
「
み
る
か
ら
に
」

で
あ
る
。
こ
の
他
、
稿
者
が
確
認
で
き
た
限
り
で
は
、
国
会
図
書
館
本
『
俊

頼
髄
脳
』・
久
邇
宮
家
旧
蔵
本
『
俊
頼
無
名
抄
』・
島
原
文
庫
蔵
『
唯
独
自

見
抄
』
は
「
み
る
た
び
に
」
で
あ
り
、
顕
昭
本
（
京
都
大
学
蔵
本
）『
無
名

抄
俊
頼
』・
関
西
大
学
蔵
『
俊
秘
抄
』
で
は
「
み
る
か
ら
に
」
で
あ
る
。『
龍

鳴
抄
』
の
単
な
る
誤
写
等
で
は
な
く
、大
神
基
政
が
披
見
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』

の
本
文
が
「
み
る
か
ら
に
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
26
）『
奥
義
抄
』『
和
歌
童
蒙
抄
』『
唐
物
語
』『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
は
「
三
千
人
」

と
す
る
。「
三
千
人
」
は
『
長
恨
歌
』
の
影
響
か
と
さ
れ
る
。
日
本
で
享
受

さ
れ
た
王
昭
君
説
話
の
源
泉
で
あ
る『
後
漢
書
』『
西
京
雑
記
』『
世
説
新
語
』

等
の
唐
代
以
前
の
漢
籍
類
に
は
、
後
宮
の
后
の
人
数
の
記
載
は
な
い
。

（
27
）
前
掲
注
（
17
）
田
中
氏
論
文
。

（
28
）『
日
本
古
典
音
楽
文
献
解
題
』
講
談
社
、
一
九
八
七
年
。

（
29
）
相
馬
万
里
子
「
竜
鳴
抄
と
夜
鶴
庭
訓
抄
―
建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
周
辺
―
」

（
上
村
悦
子
編
『
論
叢
王
朝
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
）。

（
30
）『
龍
鳴
抄
』
の
他
に
も
楽
書
に
は
娘
の
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
中
野
貴
文
「
楽
書
の
批
評
性
―
藤
原
孝
道
と
「
消
息
」」

（『
徒
然
草
の
誕
生
―
中
世
文
学
表
現
史
序
説
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

が
あ
る
。

（
31
）『
龍
鳴
抄
』
跋
文
に
は
本
人
の
詠
歌
か
と
思
わ
れ
る
二
首
が
あ
る
。

（
32
）
源
俊
頼
の
音
楽
的
側
面
に
つ
い
て
は
、橋
本
不
美
男
『
院
政
期
歌
壇
史
研
究
』

（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
六
年
）
第
三
章
Ⅱ
「
殿
上
人
俊
頼
」、
上
野
理
『
後

（
16
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
二
（
小
峯
和
明
校
注
、岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
）。
以
下
、『
今
昔
物
語
集
』
本
文
の
引
用
も
同
じ
。

（
17
）
田
中
宗
博
「『
今
昔
物
語
集
』
が
受
容
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』
を
め
ぐ
る
基
礎

的
考
察
―
現
存
五
種
伝
本
と
の
本
文
比
較
を
通
し
て
―
」（
説
話
と
説
話
文

学
の
会
編
『
説
話
論
集　

第
十
二
集　

今
昔
物
語
集
』
清
文
堂
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
18
）
上
田
設
夫
「〈
今
昔
物
語
集
〉
震
旦
説
話
の
日
本
的
要
素
の
考
察
―
王
照
君

説
話
を
中
心
に
―
」（『
古
代
説
話
の
論
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）、
新

日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
脚
注
で
は
、
仏
教
的
な
観
念
の
援

用
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
19
）
石
季
倫
（
石
崇
）
は
西
晋
の
官
僚
で
、生
没
は
嘉
平
元
年
～
永
康
年
（
二
四
九

～
三
〇
〇
）。「
王
明
君
詞
」
は
、『
玉
台
新
詠
』『
楽
府
詩
集
』
に
も
引
か

れ
る
。
な
お
「
王
明
君
」
は
、
王
昭
君
の
こ
と
で
あ
る
。
西
晋
の
文
帝
の

諱
（
司
馬
昭
）
と
重
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、晋
代
以
降
、「
王
明
君
」「
明

妃
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

（
20
）
引
用
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
文
選
（
詩
篇
）
下
』（
内
田
泉
之
助
・
網
祐
次
、

明
治
書
院
、
一
九
六
四
年
）
に
よ
る
。

（
21
）
引
用
は
、『
楽
府
詩
集
』（
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
、
中
華
書
局
、

一
九
七
九
年
）。

（
22
）
絵
画
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
２
）
松
尾
氏
論
文
、
中
本
大
「
妙
心
寺
大

心
院
蔵
横
川
景
三
賛
三
幅
対
画
軸
を
め
ぐ
っ
て
」（『
伝
承
文
化
の
展
望
』

三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
23
）
敦
煌
の
石
窟
か
ら
一
九
〇
〇
年
に
発
見
さ
れ
た
「
変
文
」
の
一
つ
で
、
成

立
は
九
世
紀
か
と
さ
れ
る
。「
変
文
」
は
、韻
文
と
散
文
を
交
互
に
配
置
し
、

絵
画
を
と
も
な
う
文
献
で
あ
る
。
本
文
の
引
用
は
、金
文
京
「
敦
煌
本
「
王

昭
君
変
文
」
校
注
」（『
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
、

一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。
成
立
や
本
文
の
解
釈
に
は
、
堀
江
恭
子
『
異
郷



院
政
期
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
受
容
の
一
考
察
　
―
『
龍
鳴
抄
』
に
み
え
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
影
響
―

七
一

拾
遺
集
前
後
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
）
第
八
章
二
「
堀
川
朝
前
期
歌

壇
と
源
俊
頼
の
登
場
」
等
に
詳
し
い
。
拙
稿
「『
続
教
訓
鈔
』
に
お
け
る
横

笛
伝
承
―
「
大
丸
」「
虎
丸
」「
下
腰
丸
」
説
話
の
背
景
―
」（『
百
舌
鳥
国
文
』

三
十
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
に
お
い
て
も
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
33
）
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
に
よ
る
。

（
34
）『
続
古
事
談
』
巻
五
第
二
九
話
。

（
35
）『
文
机
談
』『
懐
竹
抄
』『
體
源
鈔
』
に
伝
え
ら
れ
る
。
豊
永
聡
美
『
中
世
の

天
皇
と
音
楽
』）
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
第
二
部
第
二
章
「
音
楽
の

御
師
」
参
照
。

（
36
）『
大
日
本
古
記
録
』
に
よ
る
。

（
37
）『
続
教
訓
鈔
』
は
狛
朝
葛
に
よ
る
楽
書
で
、
成
立
は
文
永
七
年
～
元
亨
二
年

（
一
二
七
〇
～
一
三
二
二
）
頃
。『
體
源
鈔
』
は
豊
原
統
秋
に
よ
る
楽
書
で
、

成
立
は
永
正
九
～
大
永
五
年（
一
五
一
二
～
一
五
二
五
）頃
。
い
ず
れ
も『
教

訓
抄
』
と
同
様
に
舞
楽
管
絃
に
つ
い
て
の
様
々
な
口
伝
が
記
さ
れ
て
い
る

総
合
的
楽
書
で
あ
る
。

（
せ
の
お　

え
り
・
本
学
客
員
研
究
員
）




